
指摘事項 根拠法令

粕屋町 ＪＡ粕屋中部プラザ 大字大隈1252-1 　自動火災報知設備の未設置
消防法施行令

第21条

篠栗町 井上テナント 尾仲1丁目4-11 　自動火災報知設備の未設置
消防法施行令

第21条

様式第5号(第6条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公　　表　　一　　覧　　表

令和8年3月9日

令和8年5月28日

違反の内容
町別 防火対象物の名称 防火対象物の所在地 公表日 その他


